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「
失
わ
れ
た
30
年
」
と
い

う
経
済
成
長
の
停
滞
か
ら
円

安
と
な
り
、
ス
イ
ス
の
よ
う

な
「
観
光
立
国
を
」
目
指
し

た
結
果
、
各
地
で
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

ス
イ
ス
と
日
本
の
産
業
構
造

は
似
て
い
る
。
ス
イ
ス
は
か

っ
て
外
貨
獲
得
産
業
は
精
密

機
械
と
観
光
と
言
わ
れ
た
。

「
有
事
の
円
」
が
、
い
ま
や

「
有
事
の
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
」

に
な
っ
て
お
り
、
世
界
で
一

番
高
い
「
マ
ッ
ク
」
は
ス
イ

ス
に
あ
る
と
ま
で
言
わ
れ
て

い
る
。
ス
イ
ス
の
１
人
当
た

り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
10
万
ド
ル
以

上
（
世
界
３
位
、
日
本
は
３

千
ド
ル
、
34
位
、
２
０
２
３

年
）で
あ
る
。こ
の
間
ス
イ
ス

は
量
よ
り
質
を
追
求
し
、
高

付
加
価
値
産
業
へ
と
シ
フ
ト

し
た
。
日
本
は
デ
フ
レ
と
な

り
、
コ
ス
パ
の
良
い
も
の
を

作
り
続
け
た
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｔ
療

法
の
キ
ム
リ
ア
の
ノ
バ
ル
テ

イ
ス
フ
ァ
ー
マ
ー
を
は
じ
め

世
界
的
大
企
業
が
ス
イ
ス
に

は
多
い
。
つ
ま
り
現
在
の
ス

イ
ス
は
、
高
付
加
価
値
の
あ

る
精
密
機
械
や
製
薬
産
業
で

世
界
を
リ
ー
ド
し
て
お
り
、

「
世
界
競
争
力
ラ
ン
キ
ン
グ
」

で
も
１
位
は
ス
イ
ス
で
あ

り
、
日
本
は
42
位
で
あ
る
。

こ
の
差
は
政
府
の
強
い
成
長

志
向
と
企
業
の
挑
戦
を
引
き

出
す
産
業
戦
略
で
あ
る
。
ま

た
高
度
人
材
育
成
を
重
視
し

て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
と

同
時
に
、
外
国
人
材
・
投
資

も
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い

る
。
日
本
が
再
び
豊
か
に
な

る
に
は
、
こ
れ
ら
を
見
習
う

べ
き
で
あ
る
。�

（
Ｋ
・
Ｍ
）

　
新
た
な
地
域
医
療
構
想

は
、
医
療
介
護
の
複
合
ニ

ー
ズ
を
抱
え
る
85
歳
以
上

人
口
の
増
大
や
現
役
世
代

の
医
療
需
要
が
減
少
す
る

予
測
を
背
景
に
、
地
域
完

結
型
の
医
療
・
介
護
提
供

体
制
を
構
築
す
る
た
め
の

２
０
４
０
年
と
そ
の
先
へ

向
か
う
撤
退
戦
シ
ナ
リ
オ

で
あ
る
。
従
来
の
病
床
機

能
区
分
の
回
復
期
を
包
括

期
と
す
る
再
定
義
に
加

え
、
新
た
に
人
口
規
模
別

の
医
療
機
関
機
能
の
考
え

方
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
選

択
に
あ
た
っ
て
検
討
す
べ

き
定
量
的
評
価
項
目
も
示

さ
れ
て
い
る
。

　
既
存
医
療
機
関
の
機
能

転
換
は
、
当
該
地
域
の
医

療
提
供
体
制
に
相
当
の
影

響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ

り
、「
地
域
で
の
協
議
」
は

当
然
な
が
ら
、
国
民･

患

者
か
ら
の
理
解
が
重
要
と

な
る
。
地
域
に
お
け
る
各

病
院
の
立
ち
位
置
を
再
考

さ
せ
て
機
能
分
化
と
連
携

推
進
を
加
速
し
よ
う
と
す

る
潮
流
の
中
で
、
公
立
・

公
的
病
院
は
再
編
統
合
の

先
頭
に
立
つ
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。

　
病
院
は
地
域
住
民
の
健

康
を
守
る
対
価
と
し
て
公

定
価
格
で
あ
る
診
療
報
酬

に
よ
る
収
益
を
確
保
し
、

医
療
従
事
者
の
雇
用
を
守

り
施
設
設
備
の
近
代
化
に

備
え
る
。
経
営
努
力
の
結

果
と
し
て
の
剰
余
を
留
保

し
て
積
み
上
げ
た
自
己
資

金
と
借
入
金
や
補
助
金
に

よ
っ
て
資
金
を
醸
成
し
、

病
院
建
築
寿
命
の
40
年
前

後
で
次
期
建
築
を
実
行
す

る
。

　
非
営
利
で
あ
る
病
院
医

療
事
業
の
単
年
度
収
支
を

黒
字
化
す
る
意
味
は
、
未

来
の
患
者
へ
の
準
備
で
あ

り
、
通
常
医
療
の
み
な
ら

ず
、
新
た
な
新
興
感
染
症

や
広
域
大
規
模
災
害
へ
の

対
応
能
力
を
準
備
し
保
持

す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

現
行
の
診
療
報
酬
は
賃
金

や
諸
物
価
高
騰
に
晒
さ
れ

た
病
院
の
運
営
コ
ス
ト
す

ら
賄
え
て
お
ら
ず
、
不
採

算
に
な
り
が
ち
な
政
策
医

療
を
担
う
ゆ
え
に
補
助
金

や
事
業
税
非
課
税
措
置
が

あ
る
と
は
い
え
、
得
ら
れ

る
支
援
に
は
限
界
が
あ

り
、
病
院
の
持
続
可
能
性

は
診
療
報
酬
体
系
次
第
で

あ
る
。

　
地
域
医
療
構
想
は
医
療

提
供
体
制
構
築
の
た
め
の

ツ
ー
ル
で
あ
り
、
い
わ
ば

盤
上
の
駒
数
と
配
置
の
最

適
化
で
あ
る
が
、
肝
心
な

駒
が
脱
落
す
る
よ
う
な
医

療
財
政
制
度
で
あ
れ
ば
、

地
域
医
療
構
想
は
絵
に
描

い
た
餅
で
あ
る
。
住
み
慣

れ
た
地
域
の
医
療
介
護
を

提
供
し
て
き
た
病
院
の
消

滅
は
保
険
あ
っ
て
医
療
な

し
の
事
態
を
招
き
、
当
該

地
域
自
体
の
衰
退
が
加
速

す
る
。
病
院
医
療
崩
壊
は

地
域
崩
壊
と
同
義
で
あ
る
。

　
こ
の
先
も
政
治
変
動
や

天
変
地
異
で
繰
り
返
し
襲

っ
て
く
る
は
ず
の
危
機
に

耐
え
う
る
、
新
た
な
保
健

・
医
療
・
福
祉
の
創
造
の

た
め
に
「
地
域
に
お
け
る

協
議
の
場
」
を
「
百
年
の

大
計
と
し
て
の
地
域
連
帯

の
場
」
に
改
変
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。

（
Ｊ
Ａ
愛
知
厚
生
連
安
城

更
生
病
院
・
名
誉
院
長
）

協
議
の
場
か
ら
連
帯
の
場
へ

連
盟
　
副
会
長
　

浦

田

士

郎

中
医
協
、こ
れ
ま
で
の
論
点
を
整
理

パ
ブ
コ
メ
募
集
と
公
聴
会
の
開
催

2
面
へ
つ
づ
く
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診療報酬改定を諮問診療報酬改定を諮問令　和令　和
８年度８年度

　
１
月
14
日
に
上
野
厚
労
大
臣
は
中
医
協
に
対
し
て
「
令
和
８
年
度
診
療
報
酬
改

定
」
を
諮
問
し
た
。
中
医
協
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
公
表
す
る
と
と

も
に
、
医
療
の
現
場
や
患
者
等
国
民
の
意
見
を
踏
ま
え
る
観
点
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
開
始
、
１
月
21
日
に
は
「
公
聴
会
」
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
昨
年
末
、
政
府
は
「
令
和

８
年
度
診
療
報
酬
改
定
」
に

お
け
る
改
定
率
を
３
・
09
％

引
き
上
げ
、
併
せ
て
薬
価
等

を
０
・
87
％
引
き
下
げ
る
こ

と
を
決
定
し
た
。
そ
れ
に
伴

い
中
医
協
で
は
公
聴
会
を
開

催
し
、医
療
の
現
場
や
患
者
・

国
民
の
声
を
聞
い
て
い
る
が
、

今
後
は
社
保
審
の
「
医
療
保

険
部
会
・
医
療
部
会
」
が
ま

と
め
た
「
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
の
基
本
方
針
」
と

「
改
定
率
」
に
沿
っ
て
具
体

的
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
結

果
を
厚
労
大
臣
に
答
申
す
る

こ
と
に
な
る
。
令
和
６
年
度

改
定
の
際
に
は
、
２
月
14
日

に
答
申
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
１
月
23
日
に
開
か

れ
た
中
医
協
「
総
会
」
に
は

具
体
的
な
個
別
改
定
項
目
が

示
さ
れ
、
点
数
や
基
準
等
の

数
値
は
『
●
』
と
な
っ
て
い

る
が
、
新
設
や
見
直
し
の
方

向
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
今
回
示
さ
れ
た
個
別
改

定
項
目
に
は
主
に
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、

一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職

員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る

数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、
各
病
棟
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員

の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
２
以
上
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

　
２
．
当
該
病
棟
に
お
い

て
、
看
護
職
員
の
最
小
必
要

数
の
７
割
以
上
が
看
護
師
で

あ
る
こ
と
。

　
３
．
当
該
病
棟
の
入
院
患

者
の
平
均
在
院
日
数
が
21
日

（
急
性
期
病
院
Ａ
一
般
入
院

料
に
あ
っ
て
は
16
日
）
以
内

で
あ
る
こ
と
。

　
４
．
略

　
５
．
急
性
期
病
院
Ａ
一
般

入
院
料
に
係
る
届
出
を
行
っ

て
い
る
病
棟
（
許
可
病
床
数

が
２
０
０
床
未
満
の
保
険
医

療
機
関
で
あ
っ
て
、
一
般
病

棟
用
の
重
症
度
、
医
療
・
看

護
必
要
度
Ⅱ
を
用
い
て
評
価

を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由

　
急
性
期
病
院
一
般
入
院 

　
基
本
料
等
の
新
設

　
救
急
搬
送
件
数
や
全
身
麻

酔
手
術
件
数
、
人
口
の
少
な

い
地
域
に
お
け
る
地
域
で
の

救
急
搬
送
受
入
状
況
等
を
踏

ま
え
、
当
該
病
院
機
能
に
関

す
る
要
件
を
施
設
基
準
と
し

た
急
性
期
病
院
一
般
入
院
基

本
料
及
び
急
性
期
病
院
精
神

病
棟
入
院
基
本
料
を
新
設
す

る
。

【
新
設
】
急
性
期
病
院
一
般

入
院
基
本
料（
１
日
に
つ
き
）

　
イ
・
急
性
期
病
院
Ａ
一
般

入
院
料
＝
●
●
点

　
ロ
・
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般

入
院
料
＝
●
●
点

【
告
示
】
急
性
期
病
院
一
般

入
院
基
本
料
の
施
設
基
準

　
①
通
則

　
１
．
当
該
病
棟
に
お
い

て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看

護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当

該
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

10
（
急
性
期
病
院
Ａ
一
般
入

院
料
に
あ
っ
て
は
７
）
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
１

が
あ
る
も
の
を
除
く
）
及
び

許
可
病
床
数
が
４
０
０
床
以

上
の
保
険
医
療
機
関
で
あ
っ

て
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般
入
院

料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い

る
病
棟
に
つ
い
て
は
、
一
般

病
棟
用
の
重
症
度
、
医
療
・

看
護
必
要
度
Ⅱ
を
用
い
て
評

価
を
行
う
こ
と
。

　
②
急
性
期
病
院
Ａ
一
般
入

院
料
の
施
設
基
準

　
１
．
急
性
期
医
療
を
提
供

す
る
に
つ
き
必
要
な
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
２
．
急
性
期
医
療
に
係
る

実
績
を
相
当
程
度
有
し
て
い

る
こ
と
。

　
３
．
４
以
外
の
保
険
医
療

機
関
に
あ
っ
て
は
、
診
療
内

容
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
適
切

に
提
出
で
き
る
体
制
が
整
備

さ
れ
た
保
険
医
療
機
関
で
あ

っ
て
、
一
般
病
棟
用
の
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
Ⅱ

を
用
い
て
評
価
を
行
い
、
特

に
高
い
基
準
を
満
た
す
患
者

の
割
合
に
係
る
指
数
が
●
割

●
分
以
上
、
一
定
程
度
高
い

基
準
を
満
た
す
患
者
の
割
合

に
係
る
指
数
が
●
割
●
分
以

上
の
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

　
４
．
許
可
病
床
数
が
２
０

０
床
未
満
の
保
険
医
療
機
関

（
一
般
病
棟
用
の
重
症
度
、

医
療
・
看
護
必
要
度
Ⅱ
を
用

い
て
評
価
を
行
う
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正

当
な
理
由
が
あ
る
も
の
に
限

る
）
に
あ
っ
て
は
、
一
般
病

棟
用
の
重
症
度
、
医
療
・
看

護
必
要
度
Ⅰ
を
用
い
て
評
価

を
行
い
、
特
に
高
い
基
準
を

満
た
す
患
者
の
割
合
に
係
る

指
数
が
●
割
●
分
以
上
、
一

定
程
度
高
い
基
準
を
満
た
す

患
者
の
割
合
に
係
る
指
数
が

●
割
●
分
以
上
の
病
棟
で
あ

る
こ
と
。

　
５
．
当
該
病
棟
を
退
院
す

る
患
者
に
占
め
る
、
自
宅
等

に
退
院
す
る
も
の
の
割
合
が

る
体
制
が
整
備
さ
れ
た
保
険

医
療
機
関
で
あ
っ
て
、
一
般

病
棟
用
の
重
症
度
、
医
療
・

看
護
必
要
度
Ⅱ
の
特
に
高
い

基
準
を
満
た
す
患
者
の
割
合

に
係
る
指
数
が
●
割
●
分
以

上
、
一
定
程
度
高
い
基
準
を

満
た
す
患
者
の
割
合
に
係
る

指
数
が
●
割
●
分
以
上
の
病

棟
で
あ
る
こ
と
。

【
新
設
】
急
性
期
病
院
精
神

病
棟
入
院
基
本
料
（
１
日
に

つ
き
）

　
イ
・
急
性
期
病
院
Ａ
精
神

病
棟
入
院
料

　
（
１
）
10
対
１
入
院
基
本

料
＝
●
●
点

　
（
２
）
13
対
１
入
院
基
本

料
＝
●
●
点

　
（
３
）
15
対
１
入
院
基
本

料
＝
●
●
点

　
ロ
・
急
性
期
病
院
Ｂ
精
神

病
棟
入
院
料

　
（
１
）
10
対
１
入
院
基
本

８
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
６
．
常
勤
の
医
師
の
員
数

が
、
当
該
病
棟
の
入
院
患
者

数
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得

た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
③
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般
入

院
料
の
施
設
基
準

　
１
．
地
域
に
お
い
て
急
性

期
医
療
を
提
供
す
る
に
つ
き

必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

　
２
．
急
性
期
医
療
に
係
る

実
績
を
一
定
程
度
有
し
て
い

る
こ
と
。

　
３
．
一
般
病
棟
用
の
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
Ⅰ

の
特
に
高
い
基
準
を
満
た
す

患
者
の
割
合
に
係
る
指
数
が

●
割
●
分
以
上
、
一
定
程
度

高
い
基
準
を
満
た
す
患
者
の

割
合
に
係
る
指
数
が
●
割
●

分
以
上
の
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

　
４
．
診
療
内
容
に
関
す
る

デ
ー
タ
を
適
切
に
提
出
で
き

料
＝
●
●
点

　
（
２
）
13
対
１
入
院
基
本

料
＝
●
●
点

　
（
３
）
15
対
１
入
院
基
本

料
＝
●
●
点

【
通
知
】
施
設
基
準

　
４
の
９
　
急
性
期
病
院
一

般
入
院
基
本
料
及
び
急
性
期

病
院
精
神
病
棟
入
院
基
本
料

に
お
け
る
急
性
期
医
療
に
係

る
体
制
に
つ
い
て

（
１
）
急
性
期
病
院
Ａ
一
般

入
院
料
又
は
急
性
期
病
院
Ａ

精
神
病
棟
入
院
料
を
算
定
す

る
病
院
で
は
、
以
下
の
全
て

を
満
た
す
こ
と
。

　
ア
．
救
急
医
療
の
提
供
に

係
る
体
制
と
し
て
、
以
下
の

い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

　
（
イ
）「
救
急
医
療
対
策

事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る

第
２
「
入
院
を
要
す
る
（
第
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〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰

1
面
か
ら
つ
づ
く

二
次
）救
急
医
療
体
制
」、
第

３
「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」

若
し
く
は
第
４
「
高
度
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
」
又
は
「
疾

病
・
事
業
及
び
在
宅
医
療
に

係
る
医
療
提
供
体
制
に
つ
い

て
」
の
別
紙
「
疾
病
・
事
業

及
び
在
宅
医
療
に
係
る
医
療

体
制
の
構
築
に
係
る
指
針
」

に
規
定
す
る
「
周
産
期
医
療

の
体
制
構
築
に
係
る
指
針
」

に
よ
る
総
合
周
産
期
母
子
医

療
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い

る
保
険
医
療
機
関
。

　
（
ロ
）（
イ
）
と
同
様
に
24

時
間
の
救
急
患
者
を
受
け
入

れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関

　
イ
．「
Ａ
３
０
４
」地
域
包

括
医
療
病
棟
又
は
「
Ａ
３
０

８-

３
」地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

入
院
料
（
地
域
包
括
ケ
ア
入

院
医
療
管
理
料
を
含
む
）
の

届
出
を
行
っ
て
い
な
い
保
険

医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

　
ウ
．
画
像
診
断
及
び
検
査

を
24
時
間
実
施
で
き
る
体
制

を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

　
エ
．
当
該
保
険
医
療
機
関

に
つ
い
て
は
、
看
護
師
長
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
に

従
事
し
た
経
験
を
５
年
以
上

有
し
、
次
に
掲
げ
る
所
定
の

研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
を

配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
（
イ
）
国
、
都
道
府
県
又

は
医
療
関
係
団
体
等
が
主
催

す
る
研
修
（
１
８
０
時
間
以

上
の
も
の
に
限
る
）

　
（
ロ
）
講
義
及
び
演
習
に

よ
り
、
次
の
①
か
ら
④
ま
で

を
含
む
研
修
（
①
病
院
組
織

管
理
②
医
療
の
質
の
確
保
・

医
療
安
全
③
多
職
種
連
携
・

人
的
資
源
の
活
用
④
医
療
Ｄ

Ｘ
を
含
む
業
務
の
効
率
化
）

（
２
）
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般

医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ

る
搬
送
件
数
が
、
年
間
で
２

０
０
０
件
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
全
身
麻
酔
に
よ
る
手
術

件
数
が
年
間
で
１
２
０
０
件

以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
介
護
老
人
福
祉
施

設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及

び
介
護
医
療
院
（
以
下
「
介

護
保
険
施
設
」）に
入
所
中
の

患
者
の
救
急
搬
送
で
あ
っ

て
、
重
症
度
・
緊
急
性
か
ら

み
て
当
該
介
護
保
険
施
設
の

協
力
医
療
機
関
で
の
診
療
が

可
能
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
協
力
医
療

機
関
か
ら
受
入
の
依
頼
が
あ

っ
た
場
合
、
当
該
協
力
医
療

機
関
に
お
い
て
受
入
が
困
難

で
あ
っ
た
場
合
又
は
受
入
後

３
日
以
内
に
当
該
協
力
医
療

機
関
に
転
医
・
転
院
し
た
場

合
を
除
き
、（
１
）
の
搬
送
件

数
に
算
入
し
な
い
。

（
３
）
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般

入
院
料
及
び
急
性
期
病
院
Ｂ

精
神
病
棟
入
院
料
を
算
定
す

る
病
院
に
お
け
る
、
急
性
期

医
療
に
係
る
実
績
と
し
て
、

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ

と
。

　
ア
．
救
急
用
の
自
動
車
又

は
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
搬
送
件
数
が
、
年

間
で
１
５
０
０
件
以
上
で
あ

る
こ
と
。

　
イ
．
救
急
用
の
自
動
車
又

は
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
搬
送
件
数
が
、
年

間
で
５
０
０
件
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
全
身
麻
酔
に
よ

る
手
術
件
数
が
年
間
で
５
０

０
件
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ウ
．「
基
本
診
療
料
の
施

設
基
準
等
」
別
紙
●
に
掲
げ

る
地
域
に
所
在
す
る
保
険
医

療
機
関
で
あ
っ
て
、
当
該
所

属
二
次
医
療
圏
に
所
在
す
る

分
以
上
の
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

（
５
）
当
該
病
棟
の
入
院
患

者
の
平
均
在
院
日
数
が
●
●

日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

（
６
）
当
該
病
棟
を
退
院
す

る
患
者
に
占
め
る
、
自
宅
等

に
退
院
す
る
も
の
の
割
合
が

●
割
●
分
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
７
）
当
該
病
棟
に
お
い
て

各
医
療
職
種
が
専
門
性
に
基

づ
い
て
業
務
を
行
う
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
急
性
期
総
合
体
制
加
算 

　
の
新
設

　
１
．
総
合
入
院
体
制
加
算

と
急
性
期
充
実
体
制
加
算
を

統
合
し
、
様
々
な
診
療
科
を

有
す
る
総
合
性
と
、
手
術
件

数
が
多
い
等
の
集
積
性
を
持

つ
拠
点
的
な
病
院
の
評
価
を

新
設
す
る
。

　
２
．
人
口
の
少
な
い
地
域

に
お
い
て
、
救
急
搬
送
受
入

や
、
地
域
の
外
来
・
在
宅
診

療
体
制
の
確
保
に
係
る
支
援

を
行
う
拠
点
的
な
病
院
を
評

価
す
る
。

【
新
設
】
急
性
期
総
合
体
制

加
算
（
１
日
に
つ
き
）

　
１
．
急
性
期
総
合
体
制
加

算
１

　
イ
・
７
日
以
内
の
期
間
＝

●
●
点

　
ロ
・
８
日
以
上
11
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
ハ
・
12
日
以
上
14
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
２
．
急
性
期
総
合
体
制
加

算
２

　
イ
・
７
日
以
内
の
期
間
＝

●
●
点

　
ロ
・
８
日
以
上
11
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
ハ
・
12
日
以
上
14
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
３
．
急
性
期
総
合
体
制
加

算
３

入
院
料
又
は
急
性
期
病
院
Ｂ

精
神
病
棟
入
院
料
を
算
定
す

る
病
院
で
は
、
以
下
の
全
て

を
満
た
す
こ
と
。

　
ア
．
救
急
医
療
の
提
供
に

係
る
体
制
と
し
て
、
以
下
の

い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

　
（
イ
）
医
療
法
第
30
条
の

４
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府

県
が
作
成
す
る
医
療
計
画
に

記
載
さ
れ
て
い
る
第
二
次
救

急
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

　
（
ロ
）
救
急
病
院
等
を
定

め
る
省
令
に
基
づ
き
認
定
さ

れ
た
救
急
病
院
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
．「
Ａ
３
０
４
」地
域
包

括
医
療
病
棟
の
届
出
を
行
っ

て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
で

あ
る
こ
と
。

　
ウ
．
当
該
保
険
医
療
機
関

に
つ
い
て
は
、
看
護
師
長
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
に

従
事
し
た
経
験
を
５
年
以
上

有
し
、
次
に
掲
げ
る
所
定
の

研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
を

配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
（
イ
）
国
、
都
道
府
県
又

は
医
療
関
係
団
体
等
が
主
催

す
る
研
修
（
１
８
０
時
間
以

上
の
も
の
に
限
る
）

　
（
ロ
）
講
義
及
び
演
習
に

よ
り
、
次
の
①
か
ら
④
ま
で

を
含
む
研
修
（
①
病
院
組
織

管
理
②
医
療
の
質
の
確
保
・

医
療
安
全
③
多
職
種
連
携
・

人
的
資
源
の
活
用
④
医
療
Ｄ

Ｘ
を
含
む
業
務
の
効
率
化
）

　
４
の
10
　
急
性
期
病
院
一

般
入
院
基
本
料
及
び
急
性
期

病
院
精
神
病
棟
入
院
基
本
料

に
お
け
る
急
性
期
医
療
に
係

る
実
績
に
つ
い
て

（
１
）
急
性
期
病
院
Ａ
一
般

入
院
料
及
び
急
性
期
病
院
Ａ

精
神
病
棟
入
院
料
を
算
定
す

る
病
院
に
お
け
る
、
急
性
期

医
療
に
係
る
実
績
と
し
て
、

救
急
用
の
自
動
車
又
は
救
急

の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
等

に
届
け
出
た
病
棟
に
入
院
し

て
い
る
患
者
の
う
ち
、
急
性

期
一
般
入
院
料
４
を
算
定
し

て
い
る
患
者
に
つ
い
て
は
看

護
・
多
職
種
協
働
加
算
１

を
、
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般
入

院
料
を
算
定
す
る
患
者
に
つ

い
て
は
看
護
・
多
職
種
協
働

加
算
２
を
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定

点
数
に
加
算
す
る
。

【
施
設
基
準
】

（
１
）
当
該
病
棟
に
お
い

て
、
一
日
に
患
者
に
指
導
及

び
診
療
の
補
助
を
行
う
看
護

職
員
及
び
他
の
医
療
職
種
の

数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の

入
院
患
者
の
数
が
25
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
１
以

上
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
急
性
期
医
療
を
担
う

病
院
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
急
性
期
一
般
入
院
料

４
又
は
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般

入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
で

あ
る
こ
と
。

（
４
）
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
。

　
①
一
般
病
棟
用
の
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
Ⅰ

の
特
に
高
い
基
準
を
満
た
す

患
者
の
割
合
に
係
る
指
数
が

●
割
●
分
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
一
定
程
度
高
い
基
準
を

満
た
す
患
者
の
割
合
に
係
る

指
数
が
●
割
●
分
以
上
の
病

棟
で
あ
る
こ
と
。

　
②
診
療
内
容
に
関
す
る
デ

ー
タ
を
適
切
に
提
出
で
き
る

体
制
が
整
備
さ
れ
た
保
険
医

療
機
関
で
あ
っ
て
、
一
般
病

棟
用
の
重
症
度
、
医
療
・
看

護
必
要
度
Ⅱ
の
特
に
高
い
基

準
を
満
た
す
患
者
の
割
合
に

係
る
指
数
が
●
割
●
分
以
上

で
あ
り
、
か
つ
、
一
定
程
度

高
い
基
準
を
満
た
す
患
者
の

割
合
に
係
る
指
数
が
●
割
●

保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
救

急
用
の
自
動
車
又
は
救
急
医

療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る

搬
送
件
数
が
最
大
で
あ
り
、

か
つ
、
年
間
で
１
０
０
０
件

以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
エ
．
別
紙
●
に
掲
げ
る
離

島
に
属
す
る
保
険
医
療
機
関

で
あ
っ
て
、
当
該
所
属
二
次

医
療
圏
に
所
在
す
る
保
険
医

療
機
関
の
う
ち
、
救
急
用
の

自
動
車
又
は
救
急
医
療
用
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
搬
送
件

数
が
最
大
で
あ
る
こ
と
。

（
４
）
介
護
保
険
施
設
等
か

ら
の
救
急
搬
送
に
つ
い
て
、

入
院
加
療
が
必
要
な
場
合
に

は
、
協
力
医
療
機
関
を
確
認

し
、
当
該
協
力
医
療
機
関
に

情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
望

ま
し
い
。

（
５
）
救
急
用
の
自
動
車
又

は
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
搬
送
件
数
の
う

ち
、
夜
間
時
間
帯
（
22
時
か

ら
翌
朝
８
時
ま
で
）
に
受
け

入
れ
た
救
急
搬
送
件
数
が
１

割
以
上
あ
る
こ
と
。

（
６
）（
３
）
ウ
又
は
エ
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
険
医

療
機
関
に
つ
い
て
、
当
該
保

険
医
療
機
関
が
所
属
す
る
二

次
医
療
圏
に
お
い
て
再
編
統

合
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

当
分
の
間
、（
３
）
ウ
に
該
当

す
る
保
険
医
療
機
関
に
つ
い

て
は
、
別
紙
●
に
掲
げ
る
地

域
に
所
在
す
る
保
険
医
療
機

関
で
あ
っ
て
、
当
該
所
属
二

次
医
療
圏
に
所
在
す
る
保
険

医
療
機
関
の
う
ち
、
救
急
用

の
自
動
車
又
は
救
急
医
療
用

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
搬
送

件
数
が
最
大
で
あ
る
も
の
と

み
な
し
、（
３
）
エ
に
該
当
す

る
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て

は
、（
３
）
エ
を
満
た
し
て
い

る
も
の
と
み
な
す
。

　
イ
・
７
日
以
内
の
期
間
＝

●
●
点

　
ロ
・
８
日
以
上
11
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
ハ
・
12
日
以
上
14
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
４
．
急
性
期
総
合
体
制
加

算
４

　
イ
・
７
日
以
内
の
期
間
＝

●
●
点

　
ロ
・
８
日
以
上
11
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
ハ
・
12
日
以
上
14
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
５
．
急
性
期
総
合
体
制
加

算
５

　
イ
・
７
日
以
内
の
期
間
●

●
点

　
ロ
・
８
日
以
上
11
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
ハ
・
12
日
以
上
14
日
以
内

の
期
間
＝
●
●
点

　
地
域
包
括
医
療
病
棟
の 

　
見
直
し

　
１
．
地
域
包
括
医
療
病
棟

に
お
い
て
診
療
を
担
う
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
誤
嚥
性
肺
炎

や
尿
路
感
染
症
の
医
療
資
源

投
入
量
そ
の
他
の
特
徴
を
踏

ま
え
、
手
術
や
緊
急
入
院
の

有
無
に
応
じ
て
入
院
料
を
分

け
る
と
と
も
に
、
包
括
期
の

病
棟
の
み
で
患
者
の
診
療
を

行
う
場
合
の
救
急
受
入
等
の

負
担
を
考
慮
し
、
急
性
期
病

棟
の
併
設
が
な
い
場
合
の
診

療
を
更
に
評
価
す
る
。

【
見
直
し
】
地
域
包
括
医
療

病
棟
入
院
料（
１
日
に
つ
き
）

　
１
．
地
域
包
括
医
療
病
棟

入
院
料
１

　
イ
・
入
院
料
１
＝
●
●
点

　
ロ
・
入
院
料
２
＝
●
●
点

　
ハ
・
入
院
料
３
＝
●
●
点

　
２
．
地
域
包
括
医
療
病
棟

入
院
料
２

　
イ
・
入
院
料
１
＝
●
●
点

険
医
療
機
関
が
地
方
厚
生
局

長
等
に
届
け
出
た
病
棟
に
入

院
し
て
い
る
患
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
基
準
に
係
る
区
分

に
従
い
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
・
栄
養
・
口
腔
連
携
加

算
と
し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
、
栄
養
管
理
及
び
口

腔
管
理
に
係
る
計
画
を
作
成

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
14
日

を
限
度
と
し
て
次
に
掲
げ
る

点
数
を
そ
れ
ぞ
れ
所
定
点
数

に
加
算
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
区
分
番
号
Ａ
２
３

３-

２
に
掲
げ
る
栄
養
サ
ポ

ー
ト
チ
ー
ム
加
算
は
別
に
算

定
で
き
な
い
。

【
新
設
】
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
・
栄
養
・
口
腔
連
携
加

算
１
＝
●
●
点

【
新
設
】
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
・
栄
養
・
口
腔
連
携
加

算
２
＝
●
●
点

　
３
．
高
齢
者
の
特
性
に
配

慮
し
、
平
均
在
院
日
数
及
び

退
院
時
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
が
低
下
し

た
も
の
の
割
合
に
つ
い
て
、

85
歳
以
上
の
患
者
の
割
合
に

応
じ
て
基
準
を
緩
和
す
る
。

ま
た
、
誤
嚥
性
肺
炎
や
尿
路

感
染
症
等
頻
度
の
高
い
疾
患

の
特
徴
を
踏
ま
え
、
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
の

基
準
を
見
直
す
。

【
施
設
基
準
】
地
域
包
括
医

療
病
棟
入
院
料

（
１
）
地
域
包
括
医
療
病
棟

入
院
料
１
の
施
設
基
準

　
イ
～
ト
（
略
）

　
チ
．
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
。

　
①
一
般
病
棟
用
の
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
Ⅰ

の
基
準
を
満
た
す
患
者
の
割

合
に
係
る
指
数
が
●
割
●
分

以
上
の
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

　
②
診
療
内
容
に
関
す
る
デ

ー
タ
を
適
切
に
提
出
で
き
る

　
多
職
種
が
専
門
性
を
発 

　
揮
し
て
病
棟
に
お
い
て 

　
協
働
す
る
体
制
に
係
る 

　
評
価
の
新
設

　
急
性
期
一
般
入
院
料
４
及

び
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般
入
院

料
の
う
ち
、
急
性
期
一
般
入

院
料
１
と
同
等
の
重
症
度
、

医
療
・
看
護
必
要
度
等
を
満

た
す
病
棟
に
お
い
て
、
当
該

病
棟
に
お
け
る
看
護
配
置
基

準
を
超
え
て
看
護
職
員
、
理

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

言
語
聴
覚
士
、
管
理
栄
養
士

又
は
臨
床
検
査
技
師
の
い
ず

れ
か
を
配
置
し
、
各
医
療
職

種
が
専
門
性
を
発
揮
し
な
が

ら
協
働
す
る
場
合
に
算
定
で

き
る
「
看
護
・
多
職
種
協
働

加
算
」
を
新
設
す
る
。

【
新
設
】
看
護
・
多
職
種
協

働
加
算
（
１
日
に
つ
き
）

　
１
．
看
護
・
多
職
種
協
働

加
算
１
＝
●
●
点

　
２
．
看
護
・
多
職
種
協
働

加
算
２
＝
●
●
点

【
対
象
患
者
】

　
地
域
の
急
性
期
医
療
を
担

う
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る

急
性
期
一
般
入
院
料
１
と
同

等
の
基
準
を
満
た
す
急
性
期

病
棟
の
う
ち
、
看
護
職
員
を

含
む
多
職
種
が
協
働
し
て
専

門
的
な
観
点
か
ら
適
時
か
つ

適
切
に
専
門
的
な
指
導
及
び

診
療
の
補
助
を
行
う
体
制
を

整
備
し
て
い
る
も
の
と
し
て

届
け
出
た
病
棟
に
入
院
す
る

患
者
。

【
算
定
要
件
】

　
注
１
　
看
護
職
員
を
含
む

多
職
種
が
協
働
し
て
適
時
か

つ
適
切
に
専
門
的
な
指
導
及

び
診
療
の
補
助
を
行
う
体
制

そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
別
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施

設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も

　
ロ
・
入
院
料
２
＝
●
●
点

　
ハ
・
入
院
料
３
＝
●
●
点

【
算
定
要
件
】

　
注
１
（
略
）

　
注
２
　
入
院
料
１
に
つ
い

て
は
、
緊
急
入
院
の
患
者
で

あ
っ
て
、
入
院
時
の
主
傷
病

に
対
し
て
入
院
中
に
手
術
を

実
施
し
な
い
も
の
、
入
院
料

２
に
つ
い
て
は
、
緊
急
入
院

の
患
者
で
あ
っ
て
入
院
時
の

主
傷
病
に
対
し
て
入
院
中
に

手
術
を
実
施
す
る
も
の
及
び

予
定
さ
れ
た
入
院
の
患
者
で

あ
っ
て
入
院
中
に
手
術
を
実

施
し
な
い
も
の
、
入
院
料
３

に
つ
い
て
は
予
定
さ
れ
た
入

院
の
患
者
で
あ
っ
て
、
入
院

時
の
主
傷
病
に
対
し
て
手
術

を
実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て

算
定
す
る
。

【
施
設
基
準
】（
１
）
地
域
包

括
医
療
病
棟
入
院
料
１

　
イ
～
ネ
（
略
）

　
ナ
．
当
該
保
険
医
療
機
関

内
に
区
分
番
号
Ａ
１
０
０
に

掲
げ
る
一
般
病
棟
入
院
基
本

料
を
算
定
す
る
病
棟
を
有
し

て
い
な
い
こ
と
。

【
施
設
基
準
】（
２
）
地
域
包

括
医
療
病
棟
入
院
料
２

　
（
１
）
の
イ
か
ら
ネ
ま
で

を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
２
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
・
栄
養
管
理
・
口
腔
管
理

の
一
体
的
な
取
組
を
更
に
推

進
す
る
た
め
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
・
栄
養
・
口
腔
連

携
加
算
の
体
系
を
見
直
す
。

【
算
定
要
件
】
地
域
包
括
医

療
病
棟
入
院
料

　
注
１
～
９
（
略
）

　
注
10
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
、
栄
養
管
理
及
び
口
腔

管
理
を
連
携
・
推
進
す
る
体

制
に
つ
き
別
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適

合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
保

体
制
が
整
備
さ
れ
た
保
険
医

療
機
関
で
あ
っ
て
、
当
該
病

棟
に
お
い
て
、
一
般
病
棟
用

の
重
症
度
、
医
療
・
看
護
必

要
度
Ⅱ
の
基
準
を
満
た
す
患

者
の
割
合
に
係
る
指
数
が
●

割
●
分
以
上
の
病
棟
で
あ
る

こ
と
。

　
リ
．
患
者
の
状
態
に
基
づ

き
、
当
該
病
棟
に
入
院
し
た

日
に
介
助
を
特
に
実
施
し
て

い
る
患
者
を
五
割
以
上
入
院

さ
せ
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

　
ヌ
．
当
該
病
棟
の
入
院
患

者
の
平
均
在
院
日
数
が
20
日

以
内
を
原
則
と
し
て
、
85
歳

以
上
の
患
者
の
割
合
が
２
割

を
増
す
ご
と
に
１
を
加
え
た

日
数
以
内
で
あ
る
こ
と
。

　
Ｄ
Ｐ
Ｃ
／
Ｐ
Ｄ
Ｐ
Ｓ
の 

　
見
直
し

　
３
．
診
断
群
分
類

（
２
）
点
数
設
定
方
式
Ａ
～

Ｃ
に
お
け
る
入
院
期
間
Ⅱ

　
多
く
の
診
断
群
分
類
に
お

い
て
、
平
均
在
院
日
数
が
在

院
日
数
の
中
央
値
を
上
回
っ

て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
、
在

院
日
数
の
変
動
係
数
が
０
・

６
を
下
回
る
診
断
群
分
類
に

つ
い
て
、
10
％
を
変
動
率
の

上
限
と
し
て
、
入
院
期
間
Ⅱ

を
平
均
在
院
日
数
か
ら
在
院

日
数
の
中
央
値
へ
見
直
す
と

と
も
に
、
包
括
点
数
の
再
設

定
を
行
う
。

　
４
．
算
定
ル
ー
ル

　
Ｄ
Ｐ
Ｃ
算
定
対
象
と
な
る

病
棟
等
か
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｃ
算
定

対
象
と
な
ら
な
い
病
棟
へ
転

棟
し
た
後
に
、
同
一
傷
病
等

に
よ
り
改
め
て
Ｄ
Ｐ
Ｃ
算
定

病
棟
等
に
再
転
棟
す
る
場
合

に
つ
い
て
、
転
棟
後
の
期
間

を
問
わ
ず
、
原
則
と
し
て
一

連
の
入
院
と
し
て
扱
う
こ
と

と
す
る
よ
う
要
件
を
見
直
す
。
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全
国
公
私
病
院
連
盟

海
外（
ハ
ワ
イ
）医
療
視
察
研
修
記

海
外（
ハ
ワ
イ
）医
療
視
察
研
修
記

団
長
　

斎 

藤 

正 

志

　
２
０
２
５
年
11
月
23
日

（
日
）
19
：
30
、
羽
田
空
港

第
２
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
３
Ｆ

出
発
ロ
ビ
ー
の
Ａ
Ｎ
Ａ
カ
ウ

ン
タ
ー
前
に
全
国
公
私
病
院

連
盟
３
名
の
職
員
、
Ｔ
Ｃ
Ｉ

ジ
ャ
パ
ン
添
乗
員
、
そ
し
て

視
察
団
メ
ン
バ
ー
６
名
が
集

合
し
た
。
関
係
各
位
の
ご
尽

力
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
蔓
延（
コ
ロ
ナ
禍
）

後
初
の
全
国
公
私
病
院
連
盟

企
画
の
海
外
（
ハ
ワ
イ
）
医

療
視
察
研
修
が
再
開
し
た
の

で
あ
る
。

　
メ
ン
バ
ー
は
Ｊ
Ａ
福
島
厚

生
連
か
ら
白
河
厚
生
総
合
病

院
・
鈴
木
看
護
部
長
、
塙
厚

生
病
院
・
吉
田
看
護
部
長
、

白
河
厚
生
総
合
病
院
・
斎
藤

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
白
河
厚

生
総
合
病
院
臨
床
工
学
科
・

斎
藤
技
士
長
（
小
生
）
の
４

名
。
社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財

団
済
生
会
大
阪
府
済
生
会
中

し
た
。
約
７
時
間
の
フ
ラ
イ

ト
予
定
で
あ
る
。
目
的
地
ハ

ワ
イ
と
日
本
の
時
差
は
19
時

間
。
現
地
到
着
は
同
日
９
時

38
分
、
感
覚
と
し
て
は
１
日

戻
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。

　
翌
日
の
活
動
を
考
え
れ
ば
、

フ
ラ
イ
ト
中
の
睡
眠
は
貴
重

で
あ
る
。
小
生
以
外
の
メ
ン

バ
ー
は
海
外
渡
航
経
験
者
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
勝
手
を
知

っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
小

生
は
期
待
と
不
安
と
初
め
て

祖
国
を
離
れ
た
寂
し
さ
の
入

り
混
じ
っ
た
や
や
興
奮
状
態

で
あ
ま
り
眠
れ
な
か
っ
た
。

　
着
陸
後
、
直
ち
に
入
国
手

続
き
と
な
る
が
、
私
た
ち
を

最
初
に
歓
迎
し
た
の
は
機
体

か
ら
出
た
と
た
ん
に
浴
び
た

ハ
ワ
イ
の
熱
気
だ
っ
た
。

　
時
間
は
要
し
た
も
の
の
皆

無
事
に
入
国
。
待
機
し
て
い

た
専
用
バ
ス
に
乗
り
込
み
、

現
地
案
内
人
の
ア
ナ
ウ
ン
ス

と
共
に
ホ
ノ
ル
ル
市
内
要
所

を
巡
回
し
な
が
ら
視
察
し
た
。

　
昼
食
は
、
有
名
な
ウ
ル
フ

ギ
ャ
ン
グ
の
“
ス
テ
ー
キ
”

で
は
な
く
郷
土
料
理
の
１
つ

ロ
コ
モ
コ
。
見
た
目
よ
り
美

味
し
く
、
そ
し
て
ボ
リ
ュ
ー

ム
満
点
。
完
食
は
小
生
と
添

乗
員
の
富
田
氏
だ
け
だ
っ
た
。

　
13
時
54
分
、
滞
在
ホ
テ
ル

津
病
院
・
山
口
師
長
と
川
口

師
長
の
２
名
。
合
計
６
名
で

あ
る
。
過
去
の
視
察
研
修
20

数
名
の
実
績
か
ら
み
れ
ば
、

か
な
り
小
規
模
の
視
察
研
修

団
で
あ
る
。

　
結
団
式
お
よ
び
渡
航
説
明

は
、
全
国
公
私
病
院
連
盟
・

小
堀
事
務
局
長
の
挨
拶
で
始

ま
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
後
に
初

め
て
再
開
し
た
研
修
で
あ
る

こ
と
。
最
少
催
行
人
員
を
下

回
っ
た
が
申
込
を
尊
重
し
、

次
年
以
降
の
参
加
人
員
増
加

を
願
っ
て
開
催
に
踏
み
切
っ

た
旨
の
説
明
で
あ
っ
た
。
次

い
で
参
加
者
全
員
が
軽
く
自

己
紹
介
し
た
後
、
小
生
が
団

長
と
し
て
、
開
催
御
礼
と
研

修
へ
向
け
て
の
意
気
込
み
等

を
誓
っ
た
。
そ
の
後
、
添
乗

員
Ｔ
Ｃ
Ｉ
ジ
ャ
パ
ン
富
田
営

業
課
長
の
渡
航
説
明
を
受

け
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の

思
い
と
共
に
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ｈ
１

８
６
便
に
搭
乗
し
た
。

　
尚
、
小
生
が
団
長
に
選
任

さ
れ
た
の
は
、
黒
一
点
で
あ

る
こ
と
と
メ
ン
バ
ー
内
最
年

長
で
あ
る
が
故
で
あ
る
こ
と

を
申
し
添
え
る
。

　
22
時
８
分
、
祖
国
を
後
に

の
シ
ェ
ラ
ト
ン
プ
リ
ン
ス
カ

イ
ウ
ラ
ニ
に
我
々
よ
り
先
に

届
い
た
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
と
共

に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
と
な
っ
た
。

　
そ
の
夜
は
、
メ
ン
バ
ー
の

紹
介
と
親
睦
を
兼
ね
ウ
ェ
ル

カ
ム
デ
ィ
ナ
ー
。
添
乗
員
以

外
全
員
が
看
護
師
の
有
資
格

者
で
あ
り
、
共
通
・
共
感
す

る
話
題
も
多
く
、
終
始
和
や

か
な
雰
囲
気
で
楽
し
い
一
時

と
な
っ
た
。

　
翌
24
日（
月
）、
本
研
修
の

メ
イ
ン
行
事
、
ク
ィ
ー
ン
ズ

メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
視
察

で
あ
る
。

　
今
回
の
企
画
は
コ
ロ
ナ
禍

前
の
一
日
２
施
設
視
察
研
修

と
は
な
ら
ず
、
午
前
中
が
病

院
視
察
、
昼
食
休
憩
後
ハ
ワ

イ
在
住
日
本
人
看
護
師
に
よ

る
講
義
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
で
受
け
入
れ
施
設

が
唯
一
当
病
院
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
今
視
察
研
修
は
、
今

後
の
試
金
石
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
事
前
説
明
と
小
職
に
よ
る

挨
拶
後
に
視
察
研
修
が
ス
タ

ー
ト
し
た
。

　
視
察
中
、M

r.R
ose

氏

（
元
ハ
ワ
イ
Ｔ
Ｖ
の
有
名
な

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
が
総
合
案

内
を
担
当
。
病
院
看
板
前
で

最
後
の
記
念
撮
影
、
お
土
産

（
手
帳
・
マ
ス
ク
・
ス
ト
ラ

ッ
プ
）
配
布
ま
で
対
応
し
て

く
れ
た
。
残
念
な
こ
と
に
院

内
の
撮
影
は
一
切
禁
止
で
あ

っ
た
。

　
医
療
従
事
者
は
、
日
本
人

医
師
２
名
が
医
療
体
制
と
病

棟
案
内
を
、
男
性
看
護
師
１

名
が
救
急
体
制
と
看
護
師
の

勤
務
概
要
に
つ
い
て
説
明
し

て
く
れ
た
。

　
い
ず
れ
の
場
面
で
も
コ
ロ

ナ
禍
の
爪
痕
は
所
々
感
じ
取

れ
た
が
、
小
生
が
特
に
印
象

的
に
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
す

る
。

　
１
．
ハ
ワ
イ
（
米
国
）
の

医
療
は
、
医
師
と
患
者
の
間

に
保
険
会
社
が
介
在
す
る
シ

ス
テ
ム
で
保
険
会
社
は
公
私

多
数
存
在
す
る
。
医
師
は
患

者
と
保
険
会
社
両
者
へ
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
し
、
そ
の

内
容
に
よ
っ
て
診
療
行
為
が

決
定
さ
れ
る
こ
と
。

　
２
．
合
理
性
を
追
求
し
た

結
果
、
分
業
が
確
立
。
結

果
、
手
間
と
コ
ス
ト
が
増
大

し
、
医
療
費
高
騰
へ
反
映
し

て
い
る
こ
と
。

　
３
．
看
護
師
は
異
動
が
な

く
、
ス
ト
ラ
イ
キ
等
一
定
の

権
利
を
有
し
、
ユ
ニ
オ
ン
体

制
が
確
立
。
年
間
の
有
給
休

暇
が
８
週
間
あ
り
、
全
て
消

化
。
脳
外
科
医
師
の
ポ
ケ
ッ

ト
マ
ネ
ー
で
看
護
師
へ
の
ク

リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
今

年
は
マ
ッ
サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
で

あ
っ
た
こ
と
。

　
４
．
救
急
搬
送
車
が
１
日

当
た
り
約
90
名
、
１
症
例
当

た
り
10
分
以
内
に
初
診
完

了
。
救
急
セ
ン
タ
ー
に
は
２

つ
の
入
口
が
あ
り
、
１
つ
は

一
般
、
も
う
１
つ
は
犯
罪
者

や
精
神
疾
患
等
（
全
体
の
１

割
程
度
）
の
専
用
で
あ
る
こ

と
。

　
５
．
我
が
国
の
医
師
ほ
ど

米
国
の
医
師
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ

ー
は
優
位
で
は
な
い
こ
と
な

ど
医
療
体
制
、
勤
務
体
制
、

職
員
待
遇
等
似
て
非
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　
時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
の

視
察
と
な
り
、
も
う
少
し
病

院
全
体
を
視
察
で
き
れ
ば
と

の
思
い
を
残
し
つ
つ
病
院
を

後
に
し
た
。

　
昼
食
は
、
ハ
ワ
イ
最
大
の

ア
ラ
モ
ア
ナ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
で
各
自
が
フ
リ
ー

形
式
と
し
た
。

　
そ
の
後
、
近
隣
と
の
こ
と

で
講
義
会
場
へ
徒
歩
で
移

動
。
暑
さ
の
中
の
徒
歩
は
、

思
っ
た
よ
り
距
離
が
あ
り
、

街
並
み
を
見
な
が
ら
で
も
若

干
き
つ
い
と
感
じ
た
。
道
に

迷
う
場
面
も
あ
り
、
講
師
の

Y
uka H

azam

氏
（
現
地

日
本
人
看
護
師
）
を
待
た
せ

て
し
ま
っ
た
。

　
14
時
か
ら
の
講
義
は
、
初

の
試
み
で
あ
る
か
ら
か
丁
寧

な
自
己
紹
介
で
少
々
時
間
を

要
し
た
。
限
ら
れ
た
時
間
の

割
に
は
内
容
が
豊
富
で
最
後

の
方
は
駆
け
足
の
説
明
と
な

り
少
し
残
念
だ
っ
た
。

　
要
点
と
し
て
は
、
他
民
族

国
家
で
あ
る
が
故
の
言
葉
の

壁
と
価
値
観
の
相
違
、
特
に

「
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム（
自

文
化
ま
た
は
自
民
族
中
心
主

義
）」と
い
う
考
え
方
を
理
解

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
た
。
わ
が
国
に
は

あ
ま
り
浸
透
さ
れ
て
い
な
い

認
識
で
あ
る
。

　
ま
た
、
死
因
第
１
位
が
脳

卒
中
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
８

つ
の
視
点
と
問
題
点
か
ら
ハ

ワ
イ
医
療
の
現
状
等
説
明
さ

れ
た
。
講
師
曰
く
、
総
論
と

し
て
外
か
ら
見
る
日
本
の
医

療
は
素
晴
ら
し
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。
尚
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
デ
ー
タ
を
後
日
、

添
乗
員
を
介
し
提
供
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
同
じ
医
学
と
い
う
源
泉
か

ら
派
生
し
た
医
療
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
風
土
や
土
地
柄

と
い
っ
た
環
境
に
よ
っ
て
異

な
る
形
式
で
成
立
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
を
現
地
で
、
そ

し
て
現
場
の
医
師
や
看
護
師

か
ら
直
接
生
の
声
で
拝
聴
し

た
こ
と
は
、
そ
の
場
で
し
か

感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
な
い

貴
重
な
変
え
が
た
い
経
験
で

あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
百
聞
は

一
見
に
如
か
ず
」
で
あ
る
。

　
視
察
と
講
義
を
と
お
し
、

様
々
な
違
い
や
課
題
が
あ
る

も
の
の
医
療
従
事
者
と
い
う

枠
組
み
で
は
、
患
者
の
個
別

性
を
認
め
、
質
の
良
い
か

つ
、
安
全
な
医
療
を
希
求
す

る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
そ

し
て
何
よ
り
両
者
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る

「
患
者
の
命
を
助
け
る
」
と

い
う
シ
ン
プ
ル
か
つ
強
固
な

意
志
に
国
境
は
な
か
っ
た
。

　
３
日
目
と
４
日
目
は
終
日

フ
リ
ー
タ
イ
ム
。
各
自
、
異

国
の
自
然
や
文
化
を
体
験
し

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
最

後
の
夜
「
さ
よ
な
ら
パ
ー
テ

ィ
ー
」
を
設
け
て
い
た
だ
い

た
。
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が

体
験
談
を
語
り
、
親
睦
を
よ

り
深
め
る
機
会
と
な
っ
た
。

　
繰
り
返
す
が
、
他
国
の
医

療
現
場
を
肌
で
感
じ
る
こ
と

の
で
き
る
こ
の
視
察
研
修

は
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
で
は

実
現
で
き
な
い
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
企
画
が
今
後

も
継
続
す
る
こ
と
を
切
に
願

う
と
同
時
に
、
世
界
に
も
全

国
に
も
同
じ
志
を
持
つ
仲
間

の
存
在
を
体
感
で
き
た
。
こ

の
こ
と
は
参
加
し
た
メ
ン
バ

ー
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
り
広
い
視

野
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が

り
、
今
後
の
人
生
へ
の
財
産

に
な
る
と
確
信
し
た
。

　
最
後
に
、
今
研
修
に
関
わ

っ
た
全
て
の
関
係
各
位
と
仲

間
に
「A

loh
a n

u
i loa 

&
 M

ahalo nui loa!

」。

（
Ｊ
Ａ
福
島
厚
生
連
白
河
厚

生
総
合
病
院
・
臨
床
工
学
科

技
師
長
）

　
全
国
公
私
病
院
連
盟
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
令
和
２
年
よ
り
中
断
し
て
い
た
海

外
医
療
視
察
研
修
事
業
を
再
開
し
、
昨
年
11
月
に
米
国
（
ハ
ワ
イ
州
）
に
視
察
研
修

団
を
派
遣
し
ま
し
た
。
一
行
は
ク
ィ
ー
ン
ズ
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
視
察
し

ま
し
た
の
で
、
以
下
に
そ
の
視
察
研
修
記
を
掲
載
し
ま
す
。
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全
国
公
私
病
院
連
盟

第
36
回「
診
療
報
酬
請
求
事
務
セ
ミ
ナ
ー
」

　
　
　
―
　
開
催
の
お
知
ら
せ
　
―

　
全
国
公
私
病
病
院
連
盟
は

第
36
回
「
診
療
報
酬
請
求
事

務
セ
ミ
ナ
ー
」（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
セ

ミ
ナ
ー
）
開
催
し
ま
す
。
こ

の
機
会
に
皆
様
の
ご
参
加
を

お
持
ち
し
て
お
り
ま
す
。
申

込
等
の
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

金2026年3月27日    ～ 4月30日 
WEBセミナー（オンデマンド配信）

講演 1 180分

申込方法

参加費用

申込振込期限

下記団体に加盟している病院（会員病院） 1施設につき 11,000円（税込）
・全国自治体病院協議会 ・全国公立病院連盟 ・全国厚生農業協同組合連合会
・日本赤十字社病院長連盟 ・全国済生会病院長会 ・岡山県病院協会
・日本私立病院協会 ・日本公的病院精神科協会

上記団体以外の病院（非会員病院）    1施設につき 13,200円（税込）

全国公私病院連盟のHP内申込フォーム
よりお申込みください。

5営業日以内にメールにて参加費用や
振込先等をご連絡いたします。

視聴期間終了日まで申込・振込可能

全国公私病院連盟

講演 2 120分

(株)ＡＳＫ梓診療報酬研究所 代表取締役

(株)リンクアップラボ 代表取締役

中林 梓 先生

酒井 麻由美 先生

2026年度診療報酬改定のポイントと経営対応

精神科関連の2026年度診療報酬改定内容と対応策

東京都台東区寿4-15-7食品衛生センター7階 TEL：(03)6284-7180 mail：seminar@byo-ren.com

問合せ先

木

【視聴時の注意事項】
職場やご自宅で視聴できます。スマートフォンやタブレットでもご視聴いただけます。
期間中は同一施設内であれば、何名様でも何度でもご視聴いただけます。
録画のため講師への質疑応答はできませんので、ご了承ください。
資料はPDFで公開予定です。ダウンロード・プリントアウトしてご利用ください。
動画及び資料の無断転載や複製等を禁止します。
視聴機器、インターネット環境はご自身でご用意ください。

第36回

全国公私病院連盟の会員病院向け保険制度のご案内

「ハラスメント」 「雇用問題」に対する備えは万全ですか？

雇用上の差別・各種ハラスメント・不当解雇等、雇用慣行に関連

する賠償請求のケースは多岐に渡ります。

また、雇用慣行賠償リスクはマネジメントレベルの管理では防ぎき

れない性質が強く、有事の際の費用や、対応体制の構築も同時

にご検討されることをおすすめします。

労働災害補償制度とは別に、民法上の責任が発生した

場合の高額補償に備えませんか？

労働災害に認定された場合であって、その災害について事業主

の過失をめぐって争われるような場合は、民法上の損害賠償責

任が問題となるケースが増えています。

保険期間：2025 年 11 月 1 日～2026 年 11 月 1 日

※いつからでも中途加入が可能です。

★ 保険の詳しい内容は、パンフレットを「全国公私病院連盟
ホームページ（https://www.byo-ren.com）」の

「保険のご案内」に掲載しておりますのでご欄ください。
右記のＱＲコードからのアクセスも可能です。

SJ25-09325 2025/11/04

損害保険ジャパン 株式会社

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1

TEL 03-3349-5113

受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで

< お 問 合 せ 先 >

取扱代理店 引受保険会社

株式会社 公私病連共済会

〒111-0042 東京都台東区寿 4-15-7

食品衛生センター7階

TEL 03-5830-6193 FAX 03-5830-6194

受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで

第 21 回「ＤＰＣセミナー」のお知らせ

全国公私病院連盟では「ＤＰＣセミナー」を開催します。

この機会に皆様のご参加をお待ちしております。

１．期 日 ： 令和８年 ２月 ２５ 日（水）

２．会 場 ： 「全国都市会館」（東京都千代田区平河町 2-4-2）

３．参加費 ： 会員病院（１名につき） 14,300 円（税込）

： 会 員 外（１名につき） 16,500 円（税込）

４．講演テーマと講師 ：

オリエンテーション・開会挨拶（10:00～10:10）

10:10～

11:20

「 2040 年に向けた新たな地域医療構想 」

講師 石川ベンジャミン光一 氏

（国際医療福祉大学 大学院教授）

昼食休憩（11:20～12:20）

12:20～

13:30

ビデオ講演

「 医療ＤＸとクラウドネイティブ 」

講師 高橋 泰 氏 （国際医療福祉大学 大学院教授）

13:40～

14:50

「 診療報酬改定 2026 が示す今後の地域医療 」

講師 牧野憲一 氏（旭川赤十字病院 名誉院長・特別顧問）

15:00～

16:10

「 事務部門におけるＤＸの推進 」

講師 橋場哲也 氏

（国立大学法人旭川医科大学 事務局医事課 課長補佐）

閉会挨拶（16:10～16:15）

◆ 参加の申込方法や注意事項などの詳細は、

ホームページ https://www.byo-ren.com/

をご覧ください。【℡】03-6284-7180

こちらからも

お申込みいた

だけます。

～AI によるレセプトチェックと患者通院支援アプリの導入～

～地域類型と医療機関機能から考える今後の病院経営の目標～

　
全
国
公
私
病
院
連
盟
は
日

本
病
院
会
と
共
催
で
「
令
和

８
年
度
診
療
報
酬
改
定
説
明

会
」
を
開
催
し
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
以
下
に
開
催
の
概
要
を
掲

載
し
ま
す
が
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１
．
日
　
時

【
ラ
イ
ブ
配
信
】

　
３
月
12
日
（
木
）
13
時
～

16
時

【
録
画
配
信
】

　
３
月
13
日
（
金
）
10
時
～

３
月
19
日
（
木
）

　
※
録
画
配
信
は
ラ
イ
ブ
配

信
の
録
画
映
像
で
す
。

２
．
講
　
師

　
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療

課
担
当
官
（
予
定
）

３
．
参
加
費

　
①
会
員
病
院

　
１
名
当
た
り
＝
１
万
１
千

円
（
税
込
・
資
料
代
含
む
）

　
②
未
加
入
病
院

　
１
名
当
た
り
＝
２
万
２
千

円
（
税
込
・
資
料
代
含
む
）

　
※
会
員
の
確
認
に
つ
い
て

　
■
日
本
病
院
会
の
会
員
か

は
、
日
本
病
院
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
会
員
病
院
一
覧
」

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
■
全
国
公
私
病
院
連
盟
は
、

８
団
体
〔
①
全
国
自
治
体
病

院
協
議
会
、
②
全
国
公
立
病

院
連
盟
、
③
全
国
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会
、
④
日
本

赤
十
字
社
病
院
長
連
盟
、
⑤

全
国
済
生
会
病
院
長
会
、
⑥

岡
山
県
病
院
協
会
、
⑦
日
本

私
立
病
院
協
会
、
⑧
日
本
公

的
病
院
精
神
科
協
会
〕
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
か

に
所
属
す
る
病
院
は
全
国
公

私
病
院
連
盟
の
会
員
病
院
で

す
。
全
国
公
私
病
院
連
盟
の

会
員
か
は
、
全
国
公
私
病
院

連
盟
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

４
．
申
込
期
間

　
１
月
13
日
（
火
）
～
２
月

16
日
（
月
）

　
※
先
着
順
。
定
員
（
７
千

名
）
に
達
し
次
第
、
受
付
終

了
し
ま
す
。

５
．
申
込
方
法

　
日
本
病
院
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
受
付
し
ま
す
。

日
本
病
院
会
・
全
国
公
私
病
院
連
盟
　
共
催

「
令
和
８
年
度
診
療
報
酬
改
定
説
明
会
」の
ご
案
内

「
令
和
８
年
度
診
療
報
酬
改
定
説
明
会
」の
ご
案
内


